
  ※必ず最新の様式を使用してください。
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産業廃棄物は業者によって処分方法
が異なりますが、ほとんどの種類が再
利用可能です。再利用率については処
分業者に確認してください。

紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ等の品目は、通常は「一般廃棄物」に分類されますが、下記の特定業種から出る品目によっては「産業廃棄物」に分類されま
す。「産業廃棄物」に分類される場合は、（２３）に記入してください。詳細は『事業系一般廃棄物ガイドブック』P．８の”産業廃棄物一覧表”をご確認ください。
【業種】：　建設業　　紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業　　木材又は木製品製造業、家具製造業、輸入木材卸売業
　　　　　　繊維工業　　食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業　　物品賃貸業

数値の単位を忘れずに選択（項目に
チェック）してください。

（１）～（４）に分別できない場合は、
「（５）その他の紙類」に記入してくださ
い。

造園業者が剪定・持ち帰りした分は造
園業者の廃棄物扱いになりますので、
「（８）剪定枝等」には含めません。
草むしりや掃き掃除等で発生した草・
落ち葉等は「（８）剪定枝等」ではなく、
「（９）草・落ち葉等」に記入してくださ
い。

ベンダー（自動販売機設置業者）回収
分は記入不要です。

その他（１１）・（２２）には、他の項目に
当てはまらないものを記入してくださ
い。

（２０）（２１）は、記入不可です。

　※本書類は廃棄物についてご報告いただくものです。売却した不要物（有価物）については記入不要です。

記入方法の詳細は冊子「事業系一般廃棄物ガイドブック」のP28,29もご参照ください。


